
ご家族の皆様へ 

1、 入院形態について 

          様は精神保健福祉法に基づき「 任意 ・ 医療保護 ・ 措置 」にて入院となり、そ

れぞれの形態に沿っての手続きが必要となります。また、入院中に患者様の状態によっては他形態へ移行する場

合もあります。尚、それらの手続きが不備な場合、入院継続が困難となることもありますのでその旨をご了承頂

き、ご協力をお願い致します。 

 また、患者様の医療・権利は精神保健福祉法によって保護され、また制限されています。当院でも法の趣旨を

遵守し、治療にあたって参ります。尚、入院に関して疑問などがございましたら遠慮無くお申し出ください。 

 

2、 医療・福祉相談 

入院手続きから退院後の生活のご相談まで、ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）         が担

当致します。入院手続き上の問題、経済問題（入院費・小遣い銭・法的援助・生活保護・退院後の自立支援医療

（精神通院）等）、家族関係の問題、入院中・退院後の問題等、患者様及びご家族の方々のご相談に応じています。 

 

3、 入院中お願いしたいこと 

ア、 主治医との面談について 

・主治医との面談は、前もってご連絡をいただければお待たせすることなく受けられます。 

・ご家族からの外出、外泊のご希望は主治医または病棟スタッフにお申し出ください。 

・退院は、ご本人・ご家族とご相談の上、主治医から申し上げます。 

 

イ、 患者様との面会について 

・ご面会の際、先ずは受付にお申し出ください。連絡の上、病棟スタッフが面会室等へご案内致します。 

・面会時間は原則として 9：30～16：30 となっております。 

・入院直後や症状不安定の場合、治療の観点から面会をご遠慮願う場合もありますので何卒ご了承ください。 

 

ウ、 外出・外泊について 

・ご本人・ご家族と主治医・病棟スタッフが話し合って決めております。 

・治療上、外出・外泊をこちらからお願いすることもありますのでご協力をお願いします。 

 

エ、 手紙・電話について 

・原則として制限せず発信致しますので、万一問題が生じた折は病院にご相談ください。 

・電話の取次ぎは、8：00～20：00 までとなっております。 

 

オ、 持ち物・小遣いについて 

・持ち物には必ずお名前をご記入ください。 

・持ち物は、事故防止のため病棟スタッフが点検する場合がございますのでご了承ください。 

・お持ちになった品物は病棟スタッフに申し出の上お渡しください。尚、危険と思われる品物は病院でお預かり

する場合があります。 

・毎月の小遣い金額については患者様とよく話し合ってください。小遣いの使用に関してご希望がございました 

 



らソーシャルワーカーまたは病棟スタッフにご相談ください。また、残金の有無については事務所にて毎月 1

回はご確認ください。 

 

カ、 入院中の衣服について（詳しくは病棟スタッフまでおたずねください） 

 入院中は、身体的治療と同時にレクリエーション、文化的活動等に参加を促し、時には外部に散策や見学等に

も行きます。ほとんど普段着で過ごされますが、各活動に適した衣服・履物をご用意ください。 

 

◎入院中の必要品（詳しくは病棟スタッフまでおたずねください） 

・洗面器、石鹸、石鹸入れ、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、スリッパ、コップ等 

※以上は院内売店にもございます。 

・下着、ねまき、運動着（トレパン・トレシャツ）、靴（運動靴・サンダル）、着替え等 

※衣類は季節毎に交換をお願いします。 

 

キ、 日課等について 

・時間     起床…7：00 朝食…8：00 昼食…12：00 夕食…18：00 消灯…21：00 

・ラジオ体操  1 日 1 回（9：30） 

・入浴     各病棟看護師におたずねください。 

 

ク、 生活機能回復訓練及び作業療法について 

 作業療法士等の専門スタッフにより生活機能回復の為の訓練及び指導を行います。 

（内容：手工芸・音楽・書道・絵画・レクリエーション・ゲーム・体操・運動等） 

 

ケ、 おやつについて 

面会時に持参されても構いませんが 1 回量程度にして、できるだけ面会室で召し上がってください。 

 

コ、 買物について 

院内に売店があります。 

 

4、 退院後について 

退院後も外来治療の必要があり、継続的な通院による定期受診と服薬の励行をお願いします。尚、退院後のア

フターケアとしてデイケア活動や訪問看護指導等があります。詳しくは主治医・ソーシャルワーカーにお尋ねく

ださい。 

 

 当院では医師を中心に様々な療法を行い、患者様の症状改善と安定に努め、一日も早くご家族との生活及び社

会生活に復帰できるよう努力しています。ご家族の方々の暖かいご理解とご協力をお願い致します。疑問やお気

付きの点等ございましたら、お気軽に主治医・病棟スタッフ・ソーシャルワーカーにお尋ねください。 

 

 

医療法人社団松本会 希望ヶ丘病院 

〒861-3131 熊本県上益城郡御船町豊秋 1540 

電話：096-282-1045（代表） 


